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○一関市創業資金臨時保証料補給補助金交付要綱  

令和４年３月31日 

告示第153号 

改正 令和４年12月28日告示第581号 

（目的） 

第１ 新型コロナウイルス感染症の影響により経営安定に支障を生じている創業

者及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大下で新たに創業する者を支援する

ため、第２に規定する対象資金に係る保証料に対し、予算の範囲内で一関市補

助金交付規則（平成17年一関市規則第52号。以下「規則」という。）及びこの

告示により、創業資金臨時保証料補給補助金（以下「保証料補給金」とい

う。）を交付する。 

 （対象資金） 

第２ 保証料補給金の交付の対象となる保証料に係る資金（以下「対象資金」

という。）は、一関市中小企業振興資金貸付要綱（平成 18年一関市告示第71

号）に基づく一関市中小企業振興資金のうち、開業資金とする。 

（保証料補給金の対象期間） 

第３ 保証料補給金の交付の対象となる期間（以下「対象期間」という。）

は、令和４年４月１日から令和８年３月 31日までとする。この場合におい

て、この告示の施行の日の前日までに対象資金の融資を受けた者にあって

は、令和４年４月から起算した連続する36月を限度とし、同日から令和５年

３月31日までに対象資金の融資を受けた者にあっては、当該融資を受けた月

から起算した連続する36月を限度とする。 

（保証料補給金の対象者） 

第４ 保証料補給金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）

は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 平成31年４月１日から令和５年３月31日までに対象資金の融資を受けた

者 

⑵ 市内で新たに創業しようとする者又は平成31年４月１日以後に創業した

者 

⑶ 本店の所在地（個人である場合にあっては、住所）が一関市内である者 

⑷ 第６から第８までに規定する書類による申請日時点で事業を継続してい

る者。ただし、新たに創業しようとする者については、この限りでない。 
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⑸ 一関市暴力団等排除措置要綱（平成28年一関市告示第69号）第２第６号

に規定する排除措置対象者でない者 

（保証料補給金の額） 

第５ 保証料補給金の額は、対象資金の融資を受けた交付対象者が対象期間に

岩手県信用保証協会に支払った当該融資に係る保証料のうち、国、県、市、

他の団体等から受けた補助等の額を除いた額の10分の10以内の額とする。 

（保証料補給の承認） 

第６ 保証料補給金の交付を受けようとする者は、創業資金臨時保証料補給承

認申請書（様式第１号）に必要書類を付して市長に提出し、市長の承認を受

けなければならない。 

２ 前項の書類は、市長が別に定める期日までに提出するものとする。  

 （保証料補給の承認の変更） 

第７ 保証料補給金の交付を受けようとする者は、第６の規定により承認を受

けた内容に変更が生じたときは、創業資金臨時保証料補給変更承認申請書

（様式第２号）に必要書類を付して市長に提出し、市長の承認を受けなけれ

ばならない。 

（提出書類及び提出期日） 

第８ 規則第４条及び第13条の規定による書類は、創業資金臨時保証料補給補

助金交付申請書兼請求書（様式第３号）とする。 

２ 前項の書類は、市長が別に定める期日までに提出するものとする。  

（申請の取下げ期日） 

第９ 規則第８条第１項に規定する申請の取下げ期日は、保証料補給金の交付

の決定の通知を受けた日から起算して７日以内とする。  

（再精算報告書） 

第10 第６の規定による承認を受けた者は、保証料補給金の交付を受けた保証

料について岩手県信用保証協会から返戻があったときは、速やかに創業資金

臨時保証料補給補助金再精算報告書（様式第４号）を市長に提出しなければ

ならない。 

   制定文 抄 

 令和４年４月１日から施行する。 

   改正文（令和４年告示第 581 号抄） 

 令和４年度分の補助金から適用する。 


